
                    1 

東京都板橋区重度障がい者大学等修学支援事業実施要綱 

（令和８年３月２３日 区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度障がい者の大学等（学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に基づ

く大学等（大学院および短期大学を含む。）、高等専門学校、専修学校および各種学校をい

う。以下同じ。）への修学に必要な身体介護等（以下「大学等修学支援」という。）の提供

を受けるための費用（以下「支援費」という。）を支給する事業（以下「事業」という。）

を実施することにより、障がい者の社会参加および大学等における重度障がい者の修学

のために必要な支援体制の構築を促進することを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 この事業による大学等修学支援を利用する者（以下「利用者」という。）は、板橋

区の区域内に在住しており、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問

介護について、区長から法第 22条第８項に基づく障害福祉サービス受給者証の交付を受

けている者またはそれに準ずる者であって、区長が大学等修学支援の必要を認めたもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、支援費の支給対象と

しないものとする。 

（１） 大学等への入学後に停学その他の処分を受けている者 

（２） 大学等への入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年 

度の修得単位数が皆無または極めて少ない等学修の意欲に欠けると認められる者 

（大学等の条件） 

第３条 利用者が修学する大学等は、つぎに掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１） 障がいのある学生の支援について協議および検討、意思決定等を行う委員会等なら 

びに障がいのある学生の支援業務を行う部署および相談窓口（以下「相談窓口等」と 

いう。）が設置されていること。 

（２） 大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制（以 

   下「支援体制」という。）の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が 

進められている、または進められる見込みがあること。ただし、利用者が事業を初め 

て利用する場合は、大学等が計画を立てる予定があることをもって足りるものとす 

る。 

（大学等修学支援の内容） 

第４条  大学等修学支援の内容は、利用者が大学等において修学するに当たり必要な大学 

等への通学中および大学等の敷地内における身体介護等の提供に係るものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、つぎに掲げるものは、支援費の支給対象としないものと 



                    2 

する。 

（１）大学等への通学途中及び大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わら 

ない活動の支援 

（２） 重度訪問介護の利用の対象となる支援 

（３）大学等において構築された支援体制によって提供される支援 

（４） 介護、見守り等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間 

（５） 支援員に危険が伴う活動の支援 

（６） （１）～（５）に掲げるもののほか、社会通念上この事業を適用することが適当 

でないと区長が認める活動 

（支援費の額） 

第５条 支援費の額は、１か月につき、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除した 

額とする。 

（１） 大学等修学支援を利用した時間に応じ、30分当たり 1,160円の基準により算定した 

額 

（２） 別表に定める利用者が属する世帯の課税状況等（以下「世帯の課税状況等」とい 

う。）の区分に応じた利用者負担上限月額（当月額が前号に掲げる額の 100 分の 10 に

相当する額を超えるときは、当該相当する額） 

２  前項第１号に規定する大学等修学支援を利用した時間を計算するに当たり、30分に満 

たない時間があるときは、30分に繰り上げて計上することができる。ただし、「0.5時間 

（20分以上 30分未満）」の区分で算定する場合」の所要時間は 20分以上とする。 

（支給の申請） 

第６条 支援費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、板橋区重度障が

い者大学等修学支援費支給申請書（第１号の１様式。以下「申請書」という。）および板

橋区重度障がい者大学等修学支援事業承諾書（第２号様式。以下「承諾書」という。）に

つぎに掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、第３号に掲げる書

類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、同号に掲げる書類を省略

することができる。 

（１） 東京都板橋区重度障がい者等大学等修学支援事業 利用計画書（第１号の２様式） 

（２）  利用者が大学等に在籍することを証する書類（大学等に入学予定の者にあっては、 

入学予定であることを証する書類） 

（３） 支援費の支給を希望する期間における利用者の大学等での履修科目および出席する 

授業の日程等を示す書類 

（４）世帯の課税状況等を証する書類 

（５）その他区長が必要であると認める書類 

（支給決定） 

第７条 区長は、前項の規定により申請があったときは、利用者が修学する大学等に対し、 
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つぎに掲げる事項を承諾書および添付書類により確認するものとする。 

（１）  利用者が当該大学等に在籍する者であって、第２条第２項各号に掲げる者に該当 

しないこと。 

（２）  第３条各号に掲げる要件を満たしていること。 

（３）  利用者が前年度に引き続き大学等修学支援を利用する場合にあっては、過去１年 

間における支援体制の構築の進捗状況に関すること。 

２  区長は、申請書の申請内容および前項の規定による大学等への確認内容を審査の上、 

支援費の支給の可否を決定する。 

３  区長は、前項の規定により支援費を支給する決定（以下「支給決定」という。）をした 

ときは、予算の範囲内において、区長が月を単位とする大学等修学支援の利用時間数の上 

限（以下「支給量」という。）を定めた上で、板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給 

決定通知書兼受給者証（第３号様式。以下「受給者証」という。）を申請者に交付するも 

のとする。 

４  支援費の支給期間は、支給を開始する日から当該年度の３月 31日または当該大学等の 

支援体制が構築されると見込まれる期間のうちいずれか早い時期までとする。ただし、利 

用者が引き続き第２条に規定する支給対象者の要件を満たすとともに、当該支給期間の 

終了時にあっても大学等における必要な支援体制の構築が十分でないと区長が認めた場 

合は、更新することができるものとする。 

５  前項ただし書の規定による更新の申請については前条の規定を、当該申請に係る支給 

決定については第１項から第３項までの規定を準用する。 

６  区長は、第２項の規定により支援費を支給しない決定をしたときは、その旨を板橋区 

重度障がい者大学等修学支援費不支給通知書（第４号様式）により申請者に通知するもの 

とする。 

（登録事項の変更） 

第８条  受給者証の交付を受けた申請者は、申請者および利用者の住所その他の登録した 

事項の変更を希望するときまたは変更があったときは、板橋区重度障がい者大学等修学 

支援費支給決定事項変更申請（届出）書（第５号様式）により、区長に申請し、または届 

け出なければならない。 

２  前項の規定による申請または届出の区分については、現に受けている支給量または支 

給決定に係る事項にあっては申請とし、住所等の軽易な事項の変更にあっては届出とす 

る。 

３  前２項の規定による申請については第６条の規定を、当該申請に係る支給決定につい 

ては前条第１項から第３項までの規定を準用する。 

（支給決定の取消し） 

第９条  申請者は、利用者がつぎの各号のいずれかに該当することとなったときは、その 

旨を板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給辞退届出書（第６の１号様式）により、区 
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長に届け出なければならない。 

（１）  第２条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

（２）  大学等を休学または退学したとき。 

（３）  死亡または板橋区の区域外に転出したとき。 

２ 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。 

（１） 前項各号のいずれかに該当したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により支援費の支給を受けたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、区長が支援費の支給を不適当と認めたとき。 

３ 区長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、申請者に板橋区重度障が 

い者大学等修学支援費支給決定取消通知書（第６号様式）により通知し、当該取消しに係 

る部分について既に支援費を支給しているときは、支援費の返還を命ずるものとする。 

（支援費の支給等） 

第 10条  支給決定を受けた者は、次条第１項に規定する指定事業者に受給者証を提示し、 

当該指定事業者との間で大学等修学支援の利用についての契約を締結した上で、利用す 

るものとする。 

２  前項の規定により契約を締結した指定事業者（以下「契約事業者」という。）から大学 

等修学支援の提供を受けた利用者は、大学等修学支援に要した費用（以下「利用額」とい 

う。）を契約事業者に支払わなければならない。 

３  区長は、利用者が契約事業者から大学等修学支援を受けたときは、支給量の範囲内で 

支援費を支給する。 

４  支援費の請求をしようとする利用者は、つぎに掲げる書類を区長に提出しなければな 

らない。当該請求をするにあたり、契約事業者は、第３号に掲げる書類を利用者に交付し 

なければならない。 

（１） 利用額の請求書 

（２） 利用額の領収書 

（３） 第１０条第６項第２号及び第３号に規定する書類 

５  前３項の規定にかかわらず、区長は、利用者が契約事業者に支払うべき利用額につい 

て、支援費として当該利用者に支給すべき額の範囲内において、当該利用者から支援費の 

請求および受領についての委任を受けた当該契約事業者に支払うことができる。 

６  区長は、前項の規定により利用者からの委任を受けた契約事業者に支援費を支払うと 

きは、当該契約事業者からつぎに掲げる書類を提出させるものとする。 

（１）板橋区重度障がい者大学等修学支援費請求書兼口座振替依頼書（第７号様式） 

（２）板橋区重度障がい者大学等修学支援費明細書（第８号様式） 

（３）板橋区重度障がい者大学等修学支援サービス提供実績記録票（第９号様式） 

７ 第 10条第５項の規定により、区長から支援費の支給を受けた契約事業者は、当該利用 

者に支援費の額を通知しなければならない。 
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（事業者の指定） 

第 11条  利用者に大学等修学支援を提供することができる事業者（以下「指定事業者」と 

いう。）は、当該利用者の受給者証に記載された事業者とする。 

２  指定事業者は、つぎに掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１） 重度訪問介護を実施する法第 29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者 

であること。 

（２） 利用者に法第５条第２項に規定する居宅介護または同条第３項に規定する重度訪問 

介護を提供した実績がある等、当該利用者の身体状況および適切な支援方法について 

熟知していること。 

（３） 大学等に当該利用者の身体状況および適切な支援方法について情報提供を行うとと 

もに、当該大学等における支援体制の構築に協力することが可能であること。 

３  指定事業者は、大学等修学支援の提供に当たっては、障がい者の日常生活および社会 

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設 

備および運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171号）第２章に定める運営基準 

と同等の運営体制を確保するものとする。 

（支援者の基準） 

第 12条  大学等修学支援に従事する者（以下「支援者」という。）は、指定居宅介護等の提 

供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 18年厚生労働省告示第 538号）に 

規定する重度訪問介護に従事できる者でなければならない。 

（調査等） 

第 13条  区長は、必要があると認めたときは、職員をして指定事業者または指定事業者で 

あった者に対し、つぎに掲げる事項を行うことができる。 

（１） 運営状況等の報告を求めること。 

（２） 帳簿書類その他の物件の提出または提示を命じること。 

（３） 関係者に対して質問をすること。 

（４） 事業所に立入調査をすること。 

（５） 設備または帳簿書類その他の物件について検査すること。 

（勧告） 

第 14条  区長は、指定事業者が、第 11条第２項および第３項の規定に該当せず、または 

適正な大学等修学支援の運営をしていないと認めたときは、当該指定事業者に対し、期限 

を定めて区長が別に定める基準を遵守すべきことを勧告することができる。 

（指定の取消し等） 

第 15条  区長は、指定事業者がつぎの各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を 

取り消すことができる。この場合において、第３号に該当する取消しを行ったときは、支 

援費の返還を命ずるものとする。 

（１） 第 13条に規定する調査等に応じず、または虚偽の報告をしたとき。 
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（２） 前条に規定する勧告に従わないとき。 

（３） 支援費の請求について不正があったとき。 

（その他） 

第 16条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

 

所得区分 利用者が属する世帯の課税状況等 利用者負担上限月額 

生活保護 生活保護世帯等 ０円 

低所得 区市町村民税非課税世帯 ０円 

一般１（者） 区市町村民税課税世帯（所得割課税額が 16万円

未満）（障がい者の場合） 

9,300円 

 

一般（児） 区市町村民税課税世帯（所得割課税額が 28万円

未満）（障がい児の場合） 

9,300円 

 

一般２ 上記以外  37,200円 

 

備考 

１ この表における利用者が属する世帯に係る支援費の支給額の算定については、利用 

者が 18歳以上である場合は当該利用者およびその配偶者とし、利用者が 18歳未満で 

ある場合は当該利用者および当該利用者と同一の世帯に属する者とする。 

２ この表において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

（１） 生活保護世帯等 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による被保護世 

帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人 

等および特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30号）の規定に 

よる支援給付を受けている者の属する世帯をいう。 

（３） 区市町村民税 地方税法（昭和 25年法律第 226号）に基づく市町村民税（同法 

に基づく特別区民税を含む。）をいう。 

（４） 所得割課税額 地方税法第 292条第１項第２号に規定する所得割の額をいう。 
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第１号の１様式（第６条関係） 

年  月  日  

 板橋区長 様 

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給申請書 

 

  つぎのとおり板橋区重度障がい者大学等修学支援費の支給を申請します。 

申 
 

請 
 

者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

居 住 地 

〒 

 

      電話番号      （     ）        

利 
 

用 
 

者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

居 住 地 〒 

 

      電話番号      （     ）        修 学 す る 大 学 等 

名 称  

所 在 地  

入学（予定）年月日       年   月   日 

大学等修学支援の 

提 供 を 希 望 す る 

事 業 者 
（事業者が決定してい

る場合） 

① 

② 

③ 

④  

＜添付書類＞ 

・東京都板橋区重度障がい者等大学等修学支援事業 利用計画書（第１号の２様式） 

・利用者が大学等に在籍することを証する書類（大学等に入学予定の者にあっては、入学予定であることを証する書類） 

・支援費の支給を希望する期間における利用者の大学等での履修科目および出席する授業の日程等を示す書類 

・世帯の課税状況等を証する書類 

・その他区長が必要であると認める書類 

□ この申請に関して必要があるときは、板橋区は申請者の世帯の住民登録、区市町村民税課税状 

況および生活保護等受給の有無について板橋区の保有する情報等を確認することおよび修学し 

ている大学等に対し、前年度の履修状況（履修科目および修得単位数）を確認することに同意し 

ます。 

□  支給決定がされた場合に支払われる支援費に係る請求および受領の権限は、当該支援費に係る支援を提供し

た事業者に委任します。 

 

申請者氏名                     

 

※ 生活保護とは、生活保護および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付をいう。 
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第１号の２様式（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号の２様式（第６条関係）

月 火 水 木 金 土 日

4:00

備考

0:00
通学時の支援 時間

合計 0時間2:00

22:00
通学時の支援 時間

３月 時間
大学敷地内での支援 時間

20:00
通学時の支援 時間

２月 時間
大学敷地内での支援 時間

18:00
通学時の支援 時間

１月 時間
大学敷地内での支援 時間

16:00
通学時の支援 時間

１２月 時間
大学敷地内での支援 時間

14:00
通学時の支援 時間

１１月 時間
大学敷地内での支援 時間

12:00
通学時の支援 時間

１０月 時間
大学敷地内での支援 時間

10:00
通学時の支援 時間

９月 時間
大学敷地内での支援 時間

8:00
通学時の支援 時間

８月 時間
大学敷地内での支援 時間

７月 時間
大学敷地内での支援 時間

時間
6:00

通学時の支援 時間

時間

通学時の支援 時間

６月 時間
大学敷地内での支援

時間

通学時の支援 時間

２　週間利用計画　（主たるパターン）
５月 時間

大学敷地内での支援

１　身体介護等の内容 ３　年間利用予定時間

月 時間数 内訳

４月 時間
大学敷地内での支援

東京都板橋区重度障がい者等大学等修学支援事業　利用計画書

年度 利用者氏名
通学先

（大学等の名称）

※本事業は、大学等における修学に係る支援を対象とするものである

ことから、大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わら

ない活動への支援については対象外となることにご留意ください。

※大学側の対応により行われる介護と、本事業による介護の別がわかるように記載してください。
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第２号様式（第６条関係） 

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援事業承諾書 

 

板橋区長 様 

板橋区重度障がい者大学等修学支援事業の利用を希望する学生より依頼がありました大学等修学支援の

従事者の受入れを承諾します。 

また、入学後に板橋区重度障がい者大学等支援事業の利用を希望する学生については、併せて、以下の

ことを証明します。 

 

  対象学生は、 

１． 入学後に停学その他の処分を受けていない。 

２． 学修の意欲があり、やむを得ない事由による場合を除き、単位を適切に修得している。 

 

 

     年     月     日 

 

   学校名 

                                    印 

 

対象学生名  

入学（予定）年月日              年   月   日 

卒業予定年月              年   月  

 

障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等の名称 

 

障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口の名称 

 

 

学校連絡先 電話  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

【本書と併せて以下の書類をご提出ください。※書式は問いません】 

 １ 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等について運営規程 

など活動内容が具体的に分かるもの 

 ２ 本事業の対象となるような、常時介護を要するような重度の障がいのある学生に対する支援 

体制の構築に向けた計画が立てられて、着実に大学等による支援が進められていることが分 

かるもの 

 ３ 対象学生が前年度から継続して本事業を利用している場合は、前年度に提出した支援体制 

の構築に向けた計画について、過去１年間の進捗状況が分かるもの 



                    10 

第３号様式（第７条関係）       （表面） 

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給決定通知書兼受給者証 

 

      年  月  日付けで申請のあった板橋区重度障がい者大学等修学支援費の支給について

は、下記のとおり決定しましたので通知します。 

受 

給 

者 

受給者番号  

フリガナ  

氏   名  

生 年 月 日          年   月   日 

居 住 地  

大学等の名称  

大学等修学支援を 

提供する指定事業者 
 

支
給
決
定
内
容 

支給決定期間     年  月  日から    年  月  日まで 

支  給  量  

利用者負担上限月額                円 

 適 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

特記事項 

 

交付年月日      年   月   日 

 

板橋区長      印 
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第３号様式（第７条関係）       （裏面） 

番号 大学等修学支援 指定事業者記入欄 

１ 

事業者の名称  

① 

契約支給量             時間／月 

契 約 日         年   月   日 

② 

当該契約支給量による支

援提供終了日 
        年   月   日 

支援提供終了月中の 終

了日までの既提供量 
            時間／月 

２ 

事業者の名称  

① 

契約支給量             時間／月 

契 約 日         年   月   日 

② 

当該契約支給量による支

援提供終了日 
        年   月   日 

支援提供終了月中の 終

了日までの既提供量 
            時間／月 

３ 

事業者の名称  

① 

契約支給量             時間／月 

契 約 日         年   月   日 

② 

当該契約支給量による支

援提供終了日 
        年   月   日 

支援提供終了月中の 終

了日までの既提供量 
            時間／月 

４ 

事業者の名称  

① 

契約支給量             時間／月 

契 約 日         年   月   日 

② 

当該契約支給量による支

援提供終了日 
        年   月   日 

支援提供終了月中の 終

了日までの既提供量 
            時間／月 
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第４号様式（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費不支給決定通知書 

 

 申請者  居住地 

 

      氏名         様 

 

                        板橋区長             印   

 

     年  月  日付けで申請のあった板橋区重度障がい者大学等修学支援費については、下記

の理由により不支給と決定しましたので通知します。 

 

記 

 

＜不支給の理由＞ 
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第５号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 板橋区長 様 

申請（届出）者  居住地                

氏 名                

電話番号                

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給決定事項変更申請（届出）書 

 

  つぎのとおり板橋区重度障がい者大学等修学支援費の支給決定内容について、変更を（申

請・届出）します。 

利 用 者 

氏  名 
 

生年 

月日 
    年  月  日 

 

変更事項 変更前 変更後 

氏 名 
申請者 申請者 

利用者 利用者 

居住地 
申請者 申請者 

利用者 利用者 

修学する 

大学等 
  

支給量   

大学等修学支援の 

提供を希望す る 

事業者 

① ① 

② ② 

③ ③ 

④ ④ 

その他  
 

 

変更年月日            年   月   日 

 

※１ 表中、変更部分のみ記入してください。 

 

※２ 支給量または大学等修学支援費の支給決定に係る事項の変更にあっては申請とし、居住地等の軽易

な事項の変更にあっては届出とします。届出の場合は変更年月日も記入してください。 
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第6号の1様式（第9条関係） 

年  月  日  

  

板橋区長 様 

 

申請（届出）者 居住地                 

氏 名                 

電話番号                

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給辞退届出書 

 

  つぎのとおり板橋区重度障がい者大学等修学支援費の支給について辞退しますので、

届け出ます。 

 

利 用 者 

氏  名 

 生年 

月日 
    年  月  日 

大学等 

(学校)名 

 

理由 

□ 事業の対象者の要件に該当しなくなった（要綱第２条第２項に該当） 

□ 大学等を休学または退学した 

□ 死亡または板橋区の区域外に転出した 

□ その他 

 （                                 ） 

辞退年月日 

 

         年   月   日 
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第６号の２様式（第９条関係）        

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費支給決定取消通知書 

 

 板橋区重度障がい者大学等修学支援費の支給決定については、下記のとおり取り消しましたので通知しま

す。 

受 

給 

者 

受給者番号  

フリガナ  

氏   名  

生 年 月 日           年   月   日 

居 住 地  

大学等の名称  

大学等修学支援を 

提供する指定事業者 
 

取 消 年 月 日           年   月   日 

支
給
内
容 

支給決定期間     年  月  日から    年  月  日まで 

支  給  量  

利用者負担上限月額 円 

 適 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

取消理由 

□ 事業の対象者の要件に該当しなくなった（要綱第２条第２項に該当） 

□ 大学等を休学または退学した   □死亡または板橋区の区域外に転出した 

□ 偽りその他不正な手段により支給を受けた 

□ その他、適切な利用と認められない 

 （                                 ） 

 

交付年月日      年   月   日 

板橋区長        印 
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第7号様式(第10条関係) 

 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費 請求書兼口座振替依頼書 

 

 

（宛先）板橋区長 様 

 

請求金額 円 

 

 

西暦  年  月分 

 

明細書件数 件 

 

上記のとおり請求します。 

上記金額を下記の口座に振り込んでください。 

振 込 先 

金 融 機 関 名 

 銀 行 

信 用 金 庫 

（ ） 

 支 店 

出 張 所 

営 業 部 

振

込

口

座 

預金種別 普通・当座・貯蓄・その他 

口座番号  

フリガナ  

口座名義 
 

 

 

年      月      日 

 

事 業 所 番 号  

請求事業者 

住 所 

（所在地） 

〒 

 

電 話 番 号  

名 称  

職 ・ 氏 名  
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第8号様式(第10条関係) 

板橋区重度障がい者大学等修学支援費明細書 

   年   月分 

事業所番号  

事業者及びその事業所  
 

受 給 者 番 号           

フ リ ガ ナ  

利 用 者 氏 名  

支給決定期間  

支 給 量  
 

請 

求 

内 

容 
 

利用区分 単価（円） 回数 金額（単価×回数） 備考 

0.5 時間（20 分以上 30 分未満） 1,160    

1 時間（30 分以上 1 時間未満） 2,320    

1.5 時間（1 時間以上 1 時間 30 分未満） 3,480    

2 時間（1 時間 30 分以上 2 時間未満） 4,640    

2.5 時間（2 時間以上 2 時間 30 分未満） 5,800    

3 時間（2 時間 30 分以上 3 時間未満） 6,960    

3.5 時間（3 時間以上 3 時間 30 分未満） 8,120    

4 時間（3 時間 30 分以上 4 時間未満） 9,280    

4.5 時間（4 時間以上 4 時間 30 分未満） 10,440    

5 時間（4 時間 30 分以上 5 時間未満） 11,600    

5.5 時間（5 時間以上 5 時間 30 分未満） 12,760    

6 時間（5 時間 30 分以上 6 時間未満） 13,920    

6.5 時間（6 時間以上 6 時間 30 分未満） 15,080    

7 時間（6 時間 30 分以上 7 時間未満） 16,240    

7.5 時間（7 時間以上 7 時間 30 分未満） 17,400    

8 時間（7 時間 30 分以上 8 時間未満） 18,560    

8.5 時間（8 時間以上 8 時間 30 分未満） 19,720    

9 時間（8 時間 30 分以上 9 時間未満） 20,880    

9.5 時間（9 時間以上 9 時間 30 分未満） 22,040    

10 時間（9 時間 30 分以上 10 時間未満） 23,200    

（上記以外の時間）       時間     

（上記以外の時間）       時間     

（上記以外の時間）       時間     

当月費用額の合計 ①      円  
 

利用者負担上限月額 ②      円  

利用者負担額 ※１割相当額 ③      円  

②または③でどちらか少ない方の額 ④      円  
 

当月請求額①―④      円 
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第9号様式(第10条関係) 

板橋区重度障がい者大学等修学支援サービス提供実績記録票 
 

 年  月分 
 

受 給 者 番 号  
フ リ ガ ナ  

利 用 者 氏 名  

支 給 決 定 期 間  年 月 日～ 年 月 日 支 給 量  

事業者及びその事業所  事業所番号  
 

日付 曜日 
サービス提供時間 

算定時間数 
利用者 
確認欄 

備考 
開始時間 終了時間 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

       

□登校準備及び登校 □授業準備及び授業に関する介助 □食事介助 □トイレ介助 

□学校内の移動介助 □下校及び帰宅後の後片付け □その他の介助（              ） 

※つぎに掲げるものは、支援費の支給対象としないものとする。 

（１）大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援 

（２）重度訪問介護の利用の対象となる支援 

（３）大学等において構築された支援体制によって提供される支援 

（４）介護、見守り等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間 

（５）支援員に危険が伴う活動の支援 

（６）（１）～（５）に掲げるもののほか、社会通念上この事業を適用することが適当でない活動への支援 

 枚中  枚  


